
「保険医療機関における書面掲示」 

医療情報取得加算

医療DX推進体制整備加算

クラウン•ブリッジの維持管理
当院で装着した冠（かぶせ物）やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。

一般名での処方について

医院名・代表者名

このシステムにより、患者さまの医療情報（受診歴、服薬情報、特定健診情報その他必

要な診療情報）を取得し、より安全で適切な診療を提供できる体制を整えています。

マイナンバーカードによるオンライン資格確認システムを導入しています。

マイナンバーカードをお持ちの患者さまは、受付時にご提示いただくことでスムーズな

確認が可能になります。

アークデンタルクリニック 院⾧ 松井 俊秀

特定の薬が不足した場合でも、必要な薬を確保しやすくするため、後発医薬品がある薬

については、患者さまに説明したうえで商品名ではなく一般名（有効成分の名称）で処

方する場合があります。

医療のデジタル化を通じて質の高い医療を提供できるよう、オンライン資格確認や電子

カルテ、電子処方箋などのシステムを導入しています。




